
船舶事故調査報告書 

令和３年２月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年６月５日 ０４時５０分ごろ 

発生場所 長崎県佐世保市宇久
う く

島東方沖 

 黒母瀬
く ろ も せ

灯台から真方位０６３°５.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°１７.０′ 東経１２９°１６.７′） 

事故の概要  貨物船 S L
エスエル

 ARCHI
ア ー チ

は、南南東進中、また、漁船栄進
えいしん

丸は、東北東進

中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和２年６月１０日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 SL ARCHI（大韓民国籍）、１,８８７トン 

８７１２３９８（ＩＭＯ番号）、SEOIL AGENCY CO.,LTD 

Ｂ 漁船 栄進丸、４.９トン 

   ＮＳ３－５０５２９２（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍）、二級航海士免状（大韓民国発給） 

  航海士Ａ（大韓民国籍）、三級航海士免状（大韓民国発給） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 球状船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷中央部外板の破口等 

 気象・海象 気象：天気 霧、風向 南、風力 ２、視界 不良 

海象：海上 平穏 

 本事故当時、長崎西海上に海上濃霧警報が発表されていた。 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１６人（大韓民国籍３人、インド

ネシア共和国籍１３人）が乗り組み、航海灯を表示して宇久島東方沖

を約１１ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵に

より南南東進していた。 

 航海士Ａは、霧により視界が悪くなり、３Ｍレンジとしたレーダー

で周囲を確認したところ、航行の支障となる他船の映像を認めなかっ

たので、接近する他船はいないと思い、同じ針路及び速力で航行中、

右舷船首方に白色灯を認め、手動操舵に切り替えて左舵を取った後、

右舷方にＢ船を認め、Ｂ船との衝突を回避できたと思い、航行を続け

た。 

 Ａ船は、海上保安庁からＶＨＦ無線電話で停船するように連絡を受

けて漂泊していたところ、海上保安庁により損傷が確認された。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、霧により視界が制限された宇久

島東方沖の漁場に至り、０.５Ｍレンジとしたレーダーで周囲を確認



したところ、他船の映像を認めなかったので、接近する他船はいない

と思い、漁具を投入することとし、約５kn の速力に減じ、航海灯及び

作業灯を表示して自動操舵により東北東進した。 

 船長Ｂは、右舷側に続いて船尾側から漁具を投入した後、船体に衝

撃を感じ、Ａ船と衝突したことを知った。 

分析  Ａ船は、霧により視界が制限された状況で南南東進中、航海士Ａ

が、３Ｍレンジのレーダーで航行の支障となる他船の映像を認めず、

接近する他船はいないと思い、約１１kn の速力で航行を続けたことか

ら、右舷船首方から接近するＢ船に気付いて左舵を取ったものの、Ｂ

船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、霧により視界が制限された状況で東北東進中、船長Ｂが、

０.５Ｍレンジのレーダーで他船の映像を認めず、接近する他船はい

ないと思い、漁具の投入作業に集中していたことから、左舷船首方か

ら接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、霧により視界が制限された状況において、Ａ船が南南東

進中、Ｂ船が東北東進中、航海士Ａが、約１１knの速力で航行を続

け、また、船長Ｂが、漁具の投入作業に集中していたため、両船が衝

突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・視界が制限された水域を航行する場合には、船長に昇橋を要請

し、霧中信号を吹鳴して安全な速力とすること。 

 ・操業中は、漁具の投入作業に集中せず、常時、周囲の見張りを適

切に行うこと。 

 ・レーダーは、適宜レンジを切り替えるなど調整し、他船の早期発

見に努めること。 

 


